
   

第 1 号被保険者
65 歳以上の方

第2 号被保険者
40 歳 〜 64 歳の方で医療保険

（ 健康保険、 国民健康保険など）
に加入し ている方

介護保険の

サービスを利用 

できる方

介護が必要であると 認定さ れた方

（ 介護が必要になった原因は問い

ません） または、 要支援になるお

それのある方

老化に伴う 病気（「 特定疾病」 Ｐ 13

参照）により 、 介護が必要であると

認定さ れた方

保険料の決め方

本人の所得や課税状況等に応じ て

市が決定

→Ｐ 8 参照  

加入し ている医療保険の算定方法

により 医療保険者が決定

→ P12 参照

保険料の納め方

年金額が一定額以上の方は年金引

き去り 、 それ以外は口座振替など

で市にお支払いいただきます

→ P9 参照

医療保険料に介護保険料を上乗せ

し て医療保険者にお支払いいただ

きます

→ P12 参照

保険証

（ 被保険者証）

の交付

全員にお渡し し ます

※65歳になる月の前月（ １日生まれの方は、
前々月）に、 本人あてに郵送し ます 

お住まいの区役所・ 北須磨支所介

護医療係（ 北神区役所は市民課窓

口係）で交付申請し ていただいた

場合にお渡し し ます

　 40 歳以上の方で、 神戸市内にお住まいの方は、 神戸市の介護保険に加入するこ と になり

ます。

○介護保険への加入は、 法令により 義務づけら れていますので、40 歳になれば自動的に加入するこ

と になり 、 保険料を支払う こ と になり ます。 加入手続きは特に必要ありません。  

○介護保険制度において、 第1 号被保険者と なるのは、65 歳の誕生日の前日から と なり ます。 こ の

ため、 たと えば、6 月1 日が65 歳の誕生日の方は、5 月31 日に第1 号被保険者と なり 、5 月分より

第1 号被保険者の保険料をご負担いただく こと になり ます。   

○神戸市以外の市町村へ転出し た場合は、 転出先の市町村の介護保険に加入すること になり ます。

P.4

介護保険の

し く み

P.6

加入者と
保険証

P.8

保険料の

し く み

P.13

介護保険による

サービ スの利用

P.41

介護保険外の

サービ ス

P.42

介護保険サービス

の利用にあたって

P.43

相談窓口
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加入者と 保険証



記載内容に間違いがある場合や、 ご不明な点があれば、 ご自身の保険証の（ 一） 面A 欄に記載さ れ

ている区役所または北須磨支所の介護医療係にお問い合わせく ださ い。

（ 二）面、（ 三）面には下記の事項が記載さ れています。

B 欄 要介護状態区分等（ 事業対象者、 要支援１・ ２、 要介護１〜５）が記載さ れます

C 欄 市町村が認定を行った年月日（ 事業対象者の場合は基本チェックリスト 実施日）が記載さ れます

D 欄 事業対象者（ P32 参照）または認定の有効期間（ P17 参照）が記載さ れます

E 欄 要介護度に応じ た１か月分の利用上限額が記載さ れます（ P36 参照）

F 欄 必要により 、 介護認定審査会（ P16 参照）から の意見が記載さ れます。 サービスの種類の指定が

　 　  行われた時は、 指定さ れたサービスに利用が限定さ れます

G 欄 保険料の滞納により 、 給付制限（ P10 参照）を受けている場合に記載さ れます

H 欄 居宅サービス計画または介護予防サービス計画を 作成する事業所名などが記載さ れます

 I 欄 施設サービス（ P31 参照）を 利用する場合、 介護保険施設において 施設の種類、 名称、

　 　  入退所年月日を 記載し ます

注　 保険証の様式について、 平成 27 年度の制度改正により 変更があり まし たが、 従前の様式で

　 　 お持ちの方につきまし ては、 そのままお使いいただけます。

■ 介護保険の保険証（ 被保険者証）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

（ 一） 面 （ 二）面 （ 三）面

○介護が必要になって、 要介護（ 要支援）認定の申請、 事業対象者の申請を行う と き

○介護保険サービスを利用すると き（ ※注）

○その他各種申請・ 手続き（ 高額介護サービス費の支給申請など）を行う と き

※注　  保険証を持っているだけでは介護保険のサービスは利用できません。 利用するためには要介護認定ま

たは事業対象者の判定を受ける必要がありますので、「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括支援セン

タ ー）」もし く は「 えがおの窓口」に相談し てく ださ い。 事業対象者については、「 あんし んすこ やかセン

タ ー （ 地域包括支援センタ ー）」が窓口と なります。

■ 保険証はこ んなと きに使います

P.4

介護保険の

し く み

P.6

加入者と
保険証

P.8

保険料の

し く み

P.13

介護保険による

サービ スの利用

P.41

介護保険外の

サービ ス

P.42

介護保険サービス

の利用にあたって

P.43

相談窓口

7


